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(57)【要約】
　
【課題】　カード状支持体から容易に取り外しが可能な
個人認証媒体を得る。
【解決手段】　カード状支持体付き個人認証媒体は、カ
ード状支持体と、個人認証媒体を有する。個人認証媒体
は、カード状支持体中に設けられた第１のカード基材と
、第１のカード基材上に装着されたＩＣモジュールとを
有する。第１のカード基材の周囲には、個人認証媒体の
第１のカード基材をカード状支持体から切り取るための
第１の切り取り補助孔が設けられている。第１の切り取
り補助孔のうち少なくとも１つの孔は、幅及び長さ３ｍ
ｍの矩形以上の大きさの輪郭形状をもつ。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の大きさを有するカード状支持体と、該カード状支持体中に設けられ、該第１の大
きさより小さい第２の大きさを有する第１のカード基材、及び該第１のカード基材上に装
着されたＩＣモジュールを含む第１の個人認証媒体と、該第１のカード基材の周囲に設け
られ、該個人認証媒体の第１の基材を該カード状支持体から切り取るための１またはそれ
以上の第１の切り取り補助孔とを具備し、前記第１の切り取り補助孔は、幅及び長さ３ｍ
ｍの矩形以上の大きさの輪郭形状を有する孔を少なくとも１つ含むことを特徴とするカー
ド状支持体付き個人認証媒体。
【請求項２】
　前記第１のカード基材は、該第２の大きさよりも小さい第３の大きさを有する第２のカ
ード基材、及び該第２のカード基材の周囲に、該第２のカード基材を該第１のカード基材
から切り取るための１またはそれ以上の第２の切り取り補助孔をさらに含み、前記ＩＣモ
ジュールを、該第２のカード基材上に装着することにより、前記第１の個人認証媒体より
も小型の第２の個人認証媒体が形成され、前記第１の切り取り補助孔及び第２の切り取り
補助孔のうち少なくとも一方は、幅及び長さ３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭形状を有す
る孔を少なくとも１つ含むことを特徴とする請求項１に記載のカード状支持体付き個人認
証媒体。
【請求項３】
　第１の大きさを有するカード状支持体と、該カード状支持体中に設けられ、該第１の大
きさより小さい第２の大きさを有する第１のカード基材と、該第１のカード基材の周囲に
設けられ、該個人認証媒体の第１の基材を該カード状支持体から切り取るための１または
それ以上の第１の切り取り補助孔と、該第２の大きさよりも小さい第３の大きさを有する
第２のカード基材、及び該第２のカード基材上に装着されたＩＣモジュールを含む第２の
個人認証媒体と、及び該第２のカード基材の周囲に、該第２のカード基材を該第２のカー
ド基材から切り取るための１またはそれ以上の第２の切り取り補助孔とを具備し、前記第
１の切り取り補助孔及び第２の切り取り補助孔のうち一方は、幅及び長さ３ｍｍの矩形以
上の大きさの輪郭形状を有する孔を少なくとも１つ含むことを特徴とする請求項１に記載
のカード状支持体付き個人認証媒体。
【請求項４】
　前記第１のカード基材は、前記カード状支持体の中心より外側に設けられ、前記第１の
切り取り補助孔は、幅及び長さ３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭形状を有する第１の孔と
、該第１の孔と対向して設けられ、該第１の孔よりも幅の狭い第２の孔を含み、該第１の
孔は、該第２の孔よりも前記カード状支持体の中心側に設けられている請求項１ないし３
のいずれか１項に記載のカード状支持体付き個人認証媒体。
【請求項５】
　前記第１のカード基材は、前記カード状支持体の中心より外側に設けられ、前記第１の
切り取り補助孔は、第１の孔と、該第１の孔と対向して設けられた第２の孔を含み、該第
１の孔と該第２の孔は、前記第１のカード基材の中心を通る軸に平行に設けられ、その少
なくとも一方は幅及び長さ３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭形状を有する請求項１ないし
４のいずれか１項に記載のカード状支持体付き個人認証媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、カード状支持体付き個人認証媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話加入者のＩＤ認証のためにＵＩＭ（Ｕｓｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌ
ｅ）カードが用いられる。ＵＩＭカードとして、ＥＴＳＩ　ＴＳ　１０２　２２１にて規
定されるＰｌｕｇ－ｉｎ　ＵＩＣＣ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉ
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ｒｃｕｉｔ　Ｃａｒｄ）とＭｉｎｉ－ＵＩＣＣの２種類のサイズが一般的に使用されてい
る。これらのＵＩＭカードは、通常、この２種類のサイズよりさらに大きいＩＳＯ／ＩＥ
Ｃ　７８１０：２００３に規定されるＩＤ－１カードサイズの支持体と一体的に形成され
、この支持体から切り離すための切り込みが設けられている。利用に当たっては、ＩＤ－
１サイズカードからＰｌｕｇ－ｉｎ　ＵＩＣＣカードまたはＭｉｎｉ－ＵＩＣＣカードを
切り離し、これを携帯電話に取り付けて使用することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２６７３１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　実施形態によれば、カード状支持体から容易に取り外しが可能な個人認証媒体を得るこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態によれば、第１の大きさを有する第１のカード基材と、該第１のカード基材中
に設けられ、該第１の大きさより小さい第２の大きさを有する第２のカード基材、及び該
第２のカード基材上に装着されたＩＣモジュールを含む第１の個人認証媒体と、該第２の
カード基材の周囲に設けられ、該個人認証媒体の第２の基材を該第１の基材から切り取る
ための１またはそれ以上の第１の切り取り補助孔とを具備し、前記第１の切り取り補助孔
は、幅及び長さ３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭形状を有する孔を少なくとも１つ含むこ
とを特徴とするカード状支持体付き個人認証媒体が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】第１の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体の一例の構成を模式的
に表す図である
【図２】第１の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体の一例の構成を模式的
に表す図である
【図３】第２の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体の一例の構成を模式的
に表す図である
【図４】図３のＸ－Ｘ断面図である
【図５】第１の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体の一例の構成を模式的
に表す図である
【図６】第１の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体の一例の構成を模式的
に表す図である
【図７】第２の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体の一例の構成を模式的
に表す図である
【図８】第３の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体の一例の構成を模式的
に表す図である
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　第１の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体は、第１の大きさを有するカ
ード状支持体と、カード状支持体中に設けられた個人認証媒体を有する。個人認証媒体は
、カード状支持体中に設けられた第１のカード基材と、第１のカード基材上に装着された
ＩＣモジュールとを含む。第１のカード基材は、第１の大きさより小さい第２の大きさを
有する。第１のカード基材の周囲には、個人認証媒体の第１のカード基材をカード状支持
体から切り取るための第１の切り取り補助孔が設けられている。第１の切り取り補助孔は
、１つの孔、あるいは複数の孔の集まりである。第１の切り取り補助孔のうち少なくとも
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１つの孔の形状は、幅及び長さ３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭形状である。
【０００８】
　第２の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体は、第１の大きさを有するカ
ード状支持体と、第１の大きさより小さい第２の大きさを有する第１のカード基材と、第
１のカード基材中に設けられた個人認証媒体を有する。個人認証媒体は、第１のカード基
材中に設けられた第２のカード基材と、第２のカード基材上に装着されたＩＣモジュール
とを含む。第１のカード基材の周囲には、個人認証媒体の第１のカード基材をカード状支
持体から切り取るための第１の切り取り補助孔が設けられている。第２のカード基材の周
囲には、個人認証媒体の第２のカード基材を第１のカード基材から切り取るための第２の
切り取り補助孔が設けられている。第１の切り取り補助孔及び第２の切り取り補助孔は、
各々、１つの孔、あるいは複数の孔の集まりである。第１の切り取り補助孔及び第２の切
り取り補助孔は、各々、幅及び長さ３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭形状を有する孔を少
なくとも１つずつ含む。
【０００９】
　第３の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体は、第１の大きさを有するカ
ード状支持体と、第１の大きさより小さい第２の大きさを有する第１のカード基材と、第
１のカード基材中に設けられた個人認証媒体を有する。個人認証媒体は、第１のカード基
材中に設けられた第２のカード基材と、第２のカード基材上に装着されたＩＣモジュール
とを含む。第１のカード基材の周囲には、個人認証媒体の第１のカード基材をカード状支
持体から切り取るための第１の切り取り補助孔が設けられている。第２のカード基材の周
囲には、個人認証媒体の第２のカード基材を第１のカード基材から切り取るための第２の
切り取り補助孔が設けられている。第１の切り取り補助孔及び第２の切り取り補助孔は、
各々、１つの孔、あるいは複数の孔の集まりである。第１の切り取り補助孔及び第２の切
り取り補助孔の少なくとも一方は、幅及び長さ３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭形状を有
する孔を少なくとも１つ含む。
【００１０】
　第１ないし第３の実施態様に係るカード状支持体付き個人認証媒体によれば、切り取り
補助孔を介して第１のカード基材あるいは第２のカード基材を切り離す際に、切り取り補
助孔の少なくとも１つが幅及び長さ３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭形状であると、切り
取り補助孔に指が入りやすいので、例えば爪を使用したり、支持体を反らせるなどの余計
な手間が必要なく、容易に迅速に切り取りが可能である。
【００１１】
　以下、実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１２】
　図１は、第１の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体の一例の構成を模式
的に表す図である。
【００１３】
　図示するように、カード状支持体付きＰｌｕｇ－ｉｎ　ＵＩＣＣ１０は、カード状支持
体１と、カード状支持体１中に設けられたＰｌｕｇ－ｉｎ　ＵＩＣＣ４を有する。Ｐｌｕ
ｇ－ｉｎ　ＵＩＣＣ４は、カード状支持体１中に設けられた第１のカード基材２と、第１
のカード基材２上に装着されたＩＣモジュール３とを含む。第１のカード基材２の周囲に
は、Ｐｌｕｇ－ｉｎ　ＵＩＣＣ４の第１のカード基材２をカード状支持体１から切り取る
ための第１の切り取り補助孔として、第１の孔５と第２の孔５’が設けられている。第１
の孔５は、幅及び長さ３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭形状を持ち、第２の孔５’は、第
１の孔５よりも幅が狭い。第１の孔５は、第２の孔５’よりもカード状支持体の中心側に
設けられている。
【００１４】
　カード状支持体１は第１の大きさを有する。カード状支持体１は、例えばＩＳＯ／ＩＥ
Ｃ　７８１０：２００３（ＩＳＯ：国際標準化機構、ＩＥＣ：国際電気標準会議）に記載
の通常のクレジットカードと同様のカード形状を有し、この場合、第１の大きさは、例え
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ば幅５３．９２～５４．０３ｍｍ、長さ８５．４７～８５．７２ｍｍ、厚さ０．６８～０
．８４ｍｍである。
【００１５】
　また、Ｐｌｕｇ－ｉｎ　ＵＩＣＣ１０は、第２の大きさを有する。Ｐｌｕｇ－ｉｎ　Ｕ
ＩＣＣ１０は、例えばＥＴＳＩ　ＴＳ　１０２　２２１（ＥＴＳＩ：欧州電気通信標準化
機構）に記載されていたカード形状を有し、この場合、第２の大きさは、例えば幅１５±
０．１ｍｍ、長さ２５±０．１ｍｍである。
【００１６】
　また、図２は、第１の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体の他の一例の
構成を模式的に表す図である。
【００１７】
　図示するように、カード状支持体付きＭｉｎｉ－ＵＩＣＣ２０は、カード状支持体１と
、カード状支持体１中に設けられたＭｉｎｉ－ＵＩＣＣ７を有する。Ｍｉｎｉ－ＵＩＣＣ
７は、カード状支持体１中に設けられた第２のカード基材６と、第２のカード基材６上に
装着されたＩＣモジュール３とを含む。第２のカード基材６の周囲には、Ｍｉｎｉ－ＵＩ
ＣＣ７の第２のカード基材６をカード状支持体１から切り取るための第１の切り取り補助
孔として、第１の孔８と第２の孔８’が設けられている。第１の孔８は、幅及び長さ３ｍ
ｍの矩形以上の大きさの輪郭形状を持ち、第２の孔８’は、第１の孔８よりも幅が狭い。
第１の孔８は、第２の孔８’よりもカード状支持体の中心側に設けられている。
【００１８】
　カード状支持体の形状、及び大きさは図１と同様である。
【００１９】
　Ｍｉｎｉ－ＵＩＣＣ７は、第３の大きさを有する。Ｍｉｎｉ－ＵＩＣＣ７は例えばＥＴ
ＳＩ　ＴＳ　１０２　２２１に記載のカード形状を有し、この場合、第３の大きさは例え
ば幅１２±０．１ｍｍ、長さ１５±０．１ｍｍである。
【００２０】
　図３は、第２の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体の一例の構成を模式
的に表す図を示す。
【００２１】
　図４に図３のＸ－Ｘ断面図を示す。
【００２２】
　図示するように、カード状支持体付きＰｌｕｇ－ｉｎ　ＵＩＣＣ３０は、カード状支持
体１と、カード状支持体１中にＭｉｎｉ－ＵＩＣＣ７と一体的に形成されたＰｌｕｇ－ｉ
ｎ　ＵＩＣＣ１３とを有する。Ｐｌｕｇ－ｉｎ　ＵＩＣＣ１３は、カード基材２’と、第
１のカード基材２’中に設けられた第２のカード基材６と第２のカード基材６と、第２の
カード基材６上に装着されたＩＣモジュール３とを含む。第１のカード基材２’の周囲に
は、Ｐｌｕｇ－ｉｎ　ＵＩＣＣ１３の第１のカード基材２’をカード状支持体１から切り
取るための第１の切り取り補助孔として、孔５，孔５’が設けられている。第２のカード
基材６の周囲には、Ｐｌｕｇ－ｉｎ　ＵＩＣＣ１３の第２のカード基材６を第１のカード
基材２’から切り取るための第２の切り取り補助孔として、孔８，孔８’が設けられてい
る。孔５は、幅及び長さ３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭形状を持ち、孔５’は、孔５よ
りも幅が狭い。孔５は、孔５’よりもカード状支持体の中心側に設けられている。孔８は
、幅及び長さ３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭形状を持ち、孔８’は、孔８よりも幅が狭
い。孔８は、孔８’よりもカード状支持体の中心側に設けられている。
【００２３】
　カード状支持体１及びＰｌｕｇ－ｉｎ　ＵＩＣＣ１３は、図１のカード状支持体１及び
Ｐｌｕｇ－ｉｎ　ＵＩＣＣ４と同様の形状、大きさを有する。
【００２４】
　Ｍｉｎｉ－ＵＩＣＣ７は、図２のＭｉｎｉ－ＵＩＣＣ７と同様の形状、大きさを有する
。
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【００２５】
　図５は、第１の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体のさらに一例の構成
を模式的に表す図を示す。
【００２６】
　カード状支持体付きＰｌｕｇ－ｉｎ　ＵＩＣＣ４０は、第１の切り取り補助孔として、
第１の孔５と第２の孔５’の代わりに、第１のカード基材の中心Ｃを通る軸１０１に平行
に互いに対向して配置された第１の孔９と第２の孔９’が設けられていること以外は図１
と同様の構成を有する。
【００２７】
　第１の孔９と第２の孔９’はいずれも幅及び長さ３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭形状
を持つ。
【００２８】
　図６は、第１の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体のさらにまた他の一
例の構成を模式的に表す図を示す。
【００２９】
　カード状支持体付きＭｉｎｉ－ＵＩＣＣ５０は、第１の切り取り補助孔として、第１の
孔８と第２の孔８’の代わりに、第１のカード基材の中心Ｃを通る軸１０１に平行に互い
に対向して配置された第１の孔１１と第２の孔１１’が設けられていること以外は図１と
同様の構成を有する。
【００３０】
　第１の孔１１と第２の孔１１’はいずれも幅及び長さ３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭
形状を持つ。
【００３１】
　図７は、第２の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体の他の一例の構成を
模式的に表す図を示す。
【００３２】
　カード状支持体付きＰｌｕｇ－ｉｎ　ＵＩＣＣ６０は、第１の切り取り補助孔として、
第１の孔８と第２の孔８’の代わりに、第１のカード基材の中心Ｃを通る軸１０１に平行
に互いに対向して配置された第１の孔１２と第２の孔１２’が設けられていること以外は
図１と同様の構成を有する。
【００３３】
　第１の孔１２と第２の孔１２’はいずれも幅及び長さ３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭
形状を持つ。
【００３４】
　図８は、第３の実施形態にかかるカード状支持体付き個人認証媒体の一例の構成を模式
的に表す図である
　カード状支持体付きＰｌｕｇ－ｉｎ　ＵＩＣＣ７０は、第１の切り取り補助孔として、
孔５，孔５’のかわりに、孔５”，孔５’を用いること以外は、図３と同様の構成を有す
る。
【００３５】
　孔５”，孔５’は、幅及び長さ３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭形状を持たず、第２の
切り取り補助孔として設けられた孔８，孔８’のうち孔８は、幅及び長さ３ｍｍの矩形以
上の大きさの輪郭形状を持ち、孔８’は、孔８よりも幅が狭い。孔８は、孔８’よりもカ
ード状支持体の中心側に有する。
【００３６】
　これらの実施形態によれば、切り取り補助孔の少なくとも１つが幅及び長さ３ｍｍの矩
形以上の大きさの輪郭形状であると、切り取り補助孔に指が入りやすいので、個人認証媒
体のカード基材をカード状支持体から容易に切り取ることができる。
【００３７】
　なお、図８に示す例では、第１の切り取り補助孔には３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭
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形状を有する孔は含まれず、第２の切り取り補助孔には３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭
形状を有する孔が含まれているが、第３の実施形態では、第１の切り取り補助孔のみ３ｍ
ｍの矩形以上の大きさの輪郭形状を有する孔が含まれ、第２の切り取り補助孔には３ｍｍ
の矩形以上の大きさの輪郭形状を有する孔は含まれない場合もある。
【００３８】
　これらの実施形態について、さらに、３ｍｍの矩形以上の大きさの輪郭形状を４ｍｍの
矩形以上の大きさの輪郭形状に変更したところ、切り取り補助孔にさらに指が入りやすく
、個人認証媒体のカード基材をさらに容易に切り取ることができることがわかった。
【００３９】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００４０】
　１…カード状支持体、２，２’…第１のカード基材、３…ＩＣモジュール、４…第１の
個人認証媒体、５，５’５”，１２，１２’…第１の切り取り補助孔、８，８’，１１，
１１’…第２の切り取り補助孔、６…第２のカード基材、７…第２の個人認証媒体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】



(9) JP 2012-198701 A 2012.10.18

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100095441
            弁理士　白根　俊郎
(74)代理人  100084618
            弁理士　村松　貞男
(74)代理人  100103034
            弁理士　野河　信久
(74)代理人  100119976
            弁理士　幸長　保次郎
(74)代理人  100153051
            弁理士　河野　直樹
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(74)代理人  100158805
            弁理士　井関　守三
(74)代理人  100124394
            弁理士　佐藤　立志
(74)代理人  100112807
            弁理士　岡田　貴志
(74)代理人  100111073
            弁理士　堀内　美保子
(74)代理人  100134290
            弁理士　竹内　将訓
(72)発明者  新井　英朗
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
Ｆターム(参考) 2C005 NB13  NB19  NB22  NB24  PA01 
　　　　 　　  5B035 AA00  BA02  BA04  BB09  CA01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

